
愛媛県後期高齢者医療広域連合告示第７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２４３条

の３第１項及び愛媛県後期高齢者医療広域連合財政事情の作成及び公表に関する条例

（平成１９年愛媛県後期高齢者医療広域連合条例第１５号）第２条第１項の規定により、

令和３年４月１日から令和３年９月３０日までの愛媛県後期高齢者医療広域連合の財政

事情を別紙のとおり公表する。 

令和３年１０月１１日 

愛媛県後期高齢者医療広域連合長 野 志 克 仁    



令和３年度上半期 財政事情の公表 

愛媛県後期高齢者医療広域連合 





１　財政の動向及び財政方針

　今回の財政事情の公表では、令和３年度上半期（令和３年４月１日～令和３年

９月３０日）における予算の執行の概況や財産の状況等についてお知らせしま

す。

　令和３年度上半期は、昨年度から引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、保険給付費の支出額は、前年上半期と比較して微増となっています。しか

し、今後においては、団塊の世代が７５歳を迎えることによる被保険者数の増加

や医療の高度化に伴い、医療費の急激な増加が見込まれるため、厳しい財政状況

となることが予想されます。また、国においては、令和３年６月に医療制度改革

法案が成立し、令和４年１０月以降に後期高齢者の窓口負担割合に２割負担が追

加されることとなります。

　このような状況下、当広域連合では、国の動向を注視するとともに、後期高齢

者医療制度を取り巻く環境の変化に対応し、引き続き被保険者が安心して適切な

医療を受けることができるよう、安定的な事業運営及び健全な財政運営に努めて

まいります。
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２　歳入歳出予算の執行の概況

【　一　般　会　計　】

　（１）歳　入 （単位：円）

款 予算額　　Ａ 収入済額　　Ｂ 収入比率Ｂ／Ａ 説　　　明

合　　　計 216,442,000 135,797,053 62.7%

　令和３年度上半期（令和３年４月１日～令和３年９月３０日）における一般会計及び後期高齢

者医療特別会計の歳入予算の収入状況及び歳出予算の執行状況は、次のとおりです。

３　諸　収　入 21,000 6,344 30.2%

１　分担金及び
　　負　担　金

215,421,000 125,662,250 58.3% 市町事務費負担金

２　繰　越　金 1,000,000 10,128,459 1012.8% 前年度繰越金
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　（２）歳　出

合　　　計 216,442,000 4,290,986 2.0%

２　総　務　費 214,726,000 4,083,996 1.9%
広域連合の組織運営に要
する経費

３　予　備　費 1,000,000 0 0.0% －

（単位：円）

１　議　会　費 716,000 206,990 28.9% 臨時会開催経費

款 予算額　　Ａ 支出済額　　Ｂ 執行率　Ｂ／Ａ 説　　　明
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【　後期高齢者医療特別会計　】

　（１）歳　入 （単位：円）

８　諸　収　入 321,443,000 205,566,259 64.0% 第三者納付金　外

７　財政安定化
　　基金借入金

1,000 0 0.0% －

40.9%

６　繰　越　金 2,640,790,000 13,563,988,156 513.6%

説　　　明

２　国庫支出金 77,234,384,000 43,892,262,000 56.8%
療養給付費国庫負担金
外

１　分担金及び
　　負担金

37,101,452,000 18,403,088,333 49.6% 市町負担金

款 予算額　　Ａ 収入済額　　Ｂ 収入比率Ｂ／Ａ

療養給付費県負担金　外

－

４　支払基金
　　交付金

88,755,927,000 36,267,985,000 後期高齢者支援金

５　特別高額医療費
　　 共同事業交付金

40,000,000 0 0.0%

３　県支出金 19,151,887,000 6,705,135,765 35.0%

前年度繰越金

合　　　計 225,245,884,000 119,038,025,513 52.8%
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　（２）歳　出 （単位：円）

７　予　備　費 30,000,000 0 0.0%

５　公　債　費 1,000 0 0.0%

６　諸支出金 2,660,404,000 1,609,658,033 60.5%
療養給付費負担金等償還
金　外

合　　　計 225,245,884,000 87,837,606,240 39.0%

４　保健事業費 678,097,000 74,808,421 11.0% 健康診査委託料　外

３　特別高額医療費
　　 共同事業拠出金

55,150,000 0 0.0%
特別高額医療費共同事業
拠出金

１　総　務　費 275,609,000 89,960,997 32.6% 特別会計事務費

２　保険給付費 221,546,623,000 86,063,178,789 38.8% 療養給付費負担金　外

款 予算額　　Ａ 支出済額　　Ｂ 執行率　Ｂ／Ａ 説　　　明
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３　住民（被保険者）の負担の概況

（１）住民（被保険者）１人当たりの保険料負担額

人 円 円

＜被保険者数及び保険料負担額の推移＞（各年９月３０日現在）

※１人当たり保険料負担額は、保険料収入額／被保険者数により求めら
れ、毎年度の保険料収入額の動向により、１人当たり保険料負担額も増
減します。

　令和３年９月３０日現在の住民の負担状況は、次のとおりです。

被保険者数 保険料収入額 １人当たり保険料負担額

6,415,510,549228,775 28,043
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４　財産及び一時借入金の現在高

（１）財産の現在高

件

（２）一時借入金の現在高

債　　　　　権 な  し

　令和３年９月３０日現在で、一時借入金の借り入れはありません。

物品（重要物品） 4

　令和３年９月３０日現在の財産の現在高は、次のとおりです。

区　　　分 現　在　高

公　有　財　産 な  し
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